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心肺同時移植に関して、小児ドナーから心・両肺同時提供される場合の 

心肺同時移植レシピエント選択の検討について(回答) 

 

 

 

 先日依頼がありました件について、平成 31年 4月 28日に開催しました本心臓移植・心

肺同時移植関連協議会で検討をいたしました。 

心臓移植は登録時、肺移植は選定時と、小児としての移植の年齢定義は、それぞれの移

植の状況に対応しているため異なります。この両臓器における年齢の定義は変更せず、小

児ドナーからの心臓と両肺の提供時は、心肺同時移植希望者より、小児レシピエントへの

あっせんを優先し、心肺同時移植希望者がいない場合は小児心臓あるいは小児肺移植希望

者を優先するのが良いのではないか（添付案参照）との意見でまとまりましたので報告申

し上げます。 

何卒宜しくお願い申し上げます。 

以上 
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小児ドナーからの心・両肺提供があった場合における対応 

（心臓移植・心肺同時移植関連学会協議会案） 

 

優先順位 

１） 小児心肺同時移植希望者 

２） 小児心臓移植希望者 and/or 小児肺移植希望者  →希望者がいない（心臓移植・肺移植での選定基準に合致し
 ない場合も含む）心臓あるいは肺に対しては、成人希望者へ 

３） 小児心臓移植および小児肺移植希望者がいない場合   成人でのルールに従う 

   小児の定義 

  心臓移植希望者に関しては心臓移植での定義 

   登録時 18歳未満 

  肺移植希望者関しては肺移植での定義 

   移植（選定作業）時 18歳未満 

  心肺同時移植希望者においては、 

   心臓での選定においては心臓移植での定義に従う 

   肺での選定においては肺移植での定義に従う            どちらかで選定されれば最優先となる 

 


